
 

 

 
 

 神奈川政労使会議を開催します 
～県内政労使のトップが出席～ 

 

 県内の経済の好循環による中小企業・小規模事業者の賃金引上げに向けた環境整備

などをテーマに、国、県、労働団体、事業主団体の代表者が出席し、神奈川政労使会

議を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報道関係者 各位 

 

 

 

担 

 

当 

令和 7年 1月６日(月) 

神奈川労働局雇用環境・均等部 

 企画課長     小沼 みち子 

 企画課長補佐   寶  和代 

電 話   045－211－7357 

 

Press Release 

◆会議は公開で行います。 

◆事前取材の申込は不要です。 

 

■ 日 時：令和７年１月 20日（月）11:30～12：00 

 

■ 場 所：神奈川県庁新庁舎５階 第５会議室（横浜市中区日本大通１） 

 

■ 内 容： 

県内における価格転嫁等の推進に係る機運の醸成や 

中小企業・小規模事業者の賃金引上げに向けた環境整備などについて 

 

■ 出席予定者 

神奈川県               知事 黒岩祐治 

神奈川労働局             局長 藤 枝 茂 

関東経済産業局            局長 佐合達矢 

日本労働組合総連合会神奈川県連合会  会長 林 克 己 

一般社団法人神奈川県経営者協会    会長 野並直文 

神奈川県中小企業団体中央会      会長 森  洋 

一般社団法人神奈川県商工会議所連合会 会頭 上 野 孝 

神奈川県商工会連合会         会長 関戸昌邦 

一般社団法人神奈川経済同友会   代表理事 石渡恒夫 

代表理事 片岡達也 

 

 



（案） 

 

「神奈川政労使会議」について 

 

１ 名称 

本会議は「神奈川政労使会議」（以下「会議」という。）と称する。 

 

２ 目 的 

人口減少が見込まれる中で中長期的に経済を成長させていくためには、生産性

向上、労働参加拡大、出生率の向上を通じて潜在成長率を高め、成長と分配の好

循環により持続的に所得が向上する経済の実現が求められている。このため、労

使を始めとする地域の関係者等県内の地域ぐるみで、これらの課題について認

識を共有し、連携した取組の推進を図ることを目的として、県内における政労

使代表者の意見共有の場を設置するものである。 

 

３ 構成員 

会議は、神奈川県、神奈川労働局、関東経済産業局、日本労働組合総連合会神

奈川県連合会、神奈川県経営者協会、神奈川県中小企業団体中央会、神奈川県

商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、神奈川経済同友会の代表者をもっ

て構成する。 

 

４ 実施事項 

政労使間において、経済施策や雇用対策等県内情勢に広く関係する事項につい

て、情報共有・意見交換を行うほか、必要に応じて、中長期的な目標を掲げる

など、政労使が連携した取組について広く県民に発信する。 

 

５ 会議の開催  

    会議は、構成員の求めに応じて随時開催するものとする。 

  会議開催を求める構成員は、庶務へ開催依頼するものとする。 

 

6 庶 務 

本会議の庶務は、神奈川労働局雇用環境・均等部企画課において処理する。 

 

７ その他 

前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項につい

ては、会議で定める。 

 

 

                         令和7年1月20日 

   

 


